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第１部  2030年代に向けた中小企業政策の基本的考え方 
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１．全体像 （１）これまでの中小企業・小規模事業者施策の考え方 

 1963年に制定された旧中小企業基本法は、いわゆる「二重構造論」を念頭に、 
大企業と中小企業の生産性等の格差是正を理念としてきた。 

 1999年に経済社会構造の変化を踏まえつつ、中小企業の役割を「我が国経済のダイ
ナミズムの源泉」と位置付け、政策体系を見直し。 

 さらに、2014年に「小規模企業振興基本法」を制定。 

＜旧中小企業基本法（1963年制定）前文＞ 

・・・しかるに、近時、企業間に存在する生産性、企業所得、労働賃金等の著しい格差は、中小
企業の経営の安定とその従業者の生活水準の向上にとって大きな制約となりつつある。（略） 

＜1980年 中小企業白書＞ 

・・・格差はなお残存するといえ、かつての二重構造論において指摘された中小企業一般に
おける低賃金と低生産性との悪循環は（中略）相対的に希薄になったといえよう。今日にお
いては、中小企業の多様性を前提として、格差問題ももはや大企業との格差だけを問題とす
る時代ではなくなっている。 
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＜中小企業基本法（1999年改正）第３条（基本理念）＞ 

・・・独立した中小企業業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革
新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への
適応が円滑化されることにより、多様で活力ある成長発展が図られなければならない。 

① 経営の革新及び創業の促進 
② 経営基盤の強化：経営資源の確保、交流・連携・共同化、産業集積、商業集積、   

労働施策、取引適正化、国等からの受注機会 
③ 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 
④ 資金供給の円滑化、自己資本の充実 

＜小規模基本法（2014年）第3条（基本理念）＞ 

小規模企業の振興は、人口構造の変化、国際化及び情報化の進展等の経済社会情勢の変化
に伴い、（中略）多様な主体との連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な
発展が図られることを旨として、行われなければならない。 
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 起業５～１０年の企業（約３０００社）を調査したところ、高成長、安定成長、持
続成長の３タイプに分類されるが、持続的成長型が７割と圧倒的に多い。 

１．全体像 （３）中小企業・小規模事業者の現状 ～ダイナミズムの源泉であったのか～ 

（出典）中小企業白書（平成29年度） 























 地域の雇用もサービス業のウェイトが拡大。 

 一方、中小企業のサービス業の労働生産性は低い傾向にあり、サービス業の
生産性向上に資する支援が期待されている。 

（資料）財務省「平成26年度法人企業統計年報」総務省「平成26年経済センサス-基礎調査」再編加工 
 (注)1.労働生産性=付加価値額／総従業者数 2.付加価値額=営業利益＋役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋動産 不動産賃借料＋租税公課 

3.従業者数=役員数＋従業員数 4.ここでいう中小企業は、中小企業基本法上の定義による。5.法人企業統計年報の集計結果に金融 保険業が含まれてい
ないため、従業員構成比の合計は100％にならない。 

地域別従業者数の増減（1986-2012年） 労働生産性（横軸）と従業員構成比（横軸） 

資料：総務省「事業所統計調査」・総務省・経済産業省「平成24年経済センサス」再編加工 
(注)1.業種別(大分類ベース)で従業者数を集計し、最も従業者が多い業種で市町村別に描写。 
    2.東京都については、23区に分けて集計している。 

２．環境変化について （６）サービス経済化② 

23 













 潜在成長率が低下傾向にある中、中小企業・小規模事業者政策の中軸に、 
生産性向上を据えるべきではないか。 

 

 生産性の押し下げを回避するため、生産性の高い中小企業・小規模事業者の
後継者不足による廃業を事業承継等により減らすべきではないか。 

 

 経済の活性化の観点から、生産性の高い中小企業・小規模事業者の起業や創
業を促進する必要があるのではないか。 

 

 様々な構造変化に対応するため、中小企業・小規模事業者政策においても、
中長期的な視点を持った施策の構築・展開が必要ではないか。 

 

 以上の観点を踏まえ、中小企業政策の基本的な考え方を検討していく必要が
あるのではないか。 

３．中小企業・小規模事業者施策の方向性について ⑤基本的考え方 
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第２部 具体的政策の方向について 
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 中小企業のニーズが高いミドル、新卒のみならず、女性や高齢者、外国人等の多様な人材に視野を広
げ、人材の発掘から、確保、定着までを支援。 

地域中小企業人材確保支援等事業 （平成２９年度予算10.３億円） 

 地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握し、都市部の若手人材等や地域内外の若者・女
性・シニア等多様な人材から、地域事業者が必要とする人材を発掘する。併せて、合同企業説明会な
どを開催し、マッチングを促進する。同時に、人材定着のための研修等も行い、人材確保を支援する。 

地域や都市部での 
実施事業者によるイベント等 

 
・中小企業の経営者と大学生との交流会 
・若手社員の定着に向けた研修 
・女性のための合同企業説明会 
・シニア人材の採用・活用セミナー 
・都市部人材への地域企業の魅力発信支援  
 など 

 

地
域
内
外
の
人
材 

参
加 

地
域
の
中
小
企
業･

小
規
模
事
業
者 

参
加 
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１．人手不足への対応（その１） 
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＜政策のイメージ（続き）＞ 
 
○ガイドラインの周知に向けて中小企業等経営強化法における枠組みを活用しつつ、

併せて、ガイドラインの導入に対するインセンティブについても検討を進める。 
 
 
○経営相談のワンストップ拠点である「よろず支援拠点」について、人材不足に関す

る相談体制を充実させ、都道府県労働局と連携する。 
 
 
○さらに、好事例を収集するとともに、中小企業にとって効果が高いと考えられる取

組をモデルとして抽出するために、実証事業を検討し、その結果を踏まえて、ガイ
ドラインを見直し充実を図る（進化するガイドライン）。 

 

１．人手不足への対応（その３） 

 今後は、人手不足ガイドラインの現場への浸透を図り、身近な支援機関へ相
談が可能となるよう体制を整備する必要。 

 さらに、好事例を収集するほか、生産性向上や職場環境整備のモデル事例の
実証を行い、ガイドラインへの反映を行う。 







２．生産性の向上 
 ③総合的な「生産性」向上施策の実施 

 我が国の潜在成長率が低下する傾向の中において、大企業と中小企業の生産性の格差
は拡大。また経済成長の果実を中小企業が享受できていない。 

 生産性向上は前項で示したような経営全般にわたる取組が必要となるが、これまでの
政策が行き届いていない点に応えていくため、中小企業政策を再構築していく方向で
考える必要があるのではないか。 

＜政策のイメージ＞ 
 
 ○中小企業の政策の基本的な方向として、中小企業の生産性向上を、中小企業政策の基本として改め

て位置づけ、政策資源を集中投入していくべきではないか。また、「中小企業等経営強化法」に基
づく税制措置による設備投資の促進に加えて、IT導入によるプロセスの革新、人材育成、研修等
（各項目の詳細は後述）についても、サービス業を念頭におけば、各省との連携が必要不可欠。
グッドプラクティスの展開・働きかけを含めて同法の枠組みを活用した更なる取組みについても検
討すべきではないか。 

   
   ＜各省連携のイメージ＞ 
   ・生産性の状況に係るモニタリング 
   ・事業分野別指針の策定・改訂 
   ・事業分野別経営力向上推進機関の認定と推進活動の支援 
   ・関係省庁と共同での政策の展開 等 
 

 ○特に、中小企業等経営強化法の施行状況を整理の上、生産性が低い業種での事業分野別指針の追加
の策定や、既存の指針の見直し、事業分野別経営力向上推進機関の認定を通じた生産性向上策の推
進体制の整備を進める。 
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 中小企業等経営強化法は施行後９ヶ月で約18,000件を認定。このうち、製造業・建設業の認定で約８割に
達しており、サービス業での申請の伸びや優良事例の横展開が課題。 
※下図は施行後８ヶ月の認定件数16,146件をもとに分析 

 サービス業のうちでも、特に生産性が低い分野での事業分野別指針の策定、既に指針が策定されているものの、
申請が伸び悩んでいる分野での対応策を含め、生産性向上に向けて関係省庁と連携をより深める必要がある。 

（参考）中小企業等経営強化法の施行状況について 

（出典）中小企業等経営強化法の施行後８ヶ月の計画認定数をもとに事務局にて作成 

緑・・・上位３者 
赤・・・下位３者 
 
青枠・・申請件数や労働
生産性が比較的高い業種 
 
赤枠・・申請件数や労働 
生産性を踏まえ、指針の
策定や施行のテコ入れが
必要な業種 

事業分野別 事業分野別

業種
１億未満～

1,000万円超
1,000万未満 個人

１億未満～

1,000万円超
1,000万未満 個人 指針① 指針②

製造業 6.875% 2.542% 0.184% 471.2 321.9 188.8

製造業

外食・中食産業

船舶産業

経産省

財務省

農水省

厚労省

国交省

建設業 0.530% 0.147% 0.009% 433.2 322.3 261.0 建設業 国交省

卸売業，小売業 0.352% 0.108% 0.007% 503.9 322.0 204.4 卸・小売業

経産省

農水省

財務省

厚労省

43道路旅客運送業 - 0.036% - 270 211 114

57織物・衣服・身の回り品小売業 0.311% 0.056% 0.012% 416 272 143 卸・小売業

75宿泊業 0.297% 0.054% 0.016% 271 231 94 旅館業

76飲食店 0.169% 0.068% 0.004% 191 203 121 外食・中食産業

77持ち帰り・配達飲食サービス業 0.678% 0.102% 0.047% 213 187 128 外食・中食産業

78洗濯・理容・美容・浴場業 0.994% 0.252% 0.006% 233 246 133

81学校教育 - - - 343 228 278

84保健衛生 0.714% - - 304 232 243

85社会保険・社会福祉・介護事業 0.188% 0.124% - 225 180 158 保育分野 介護分野

89自動車整備業 1.723% 0.558% 0.058% 458 390 252 自動車整備

90機械等修理業（別掲を除く） 0.296% 0.112% 0.024% 523 362 178

91職業紹介・労働者派遣業 0.069% 0.071% - 249 212 101

92その他の事業サービス業 0.328% 0.097% 0.088% 242 187 144

労働生産性利用割合（経営強化法認定件数/企業数）

＜申請の多い製造業・建設業とその他主なサービス業の施行状況の比較＞ 



２．生産性の向上 
  ③総合的な「生産性」向上施策の実施（取引の適正化と付加価値の向上） 

 下請等の中小企業は、経営資源の不足や、親事業者発注のあり方に左右されやすい。
このため、下請等の中小企業の生産性を向上させていくためには、取引の適正化、付
加価値の向上の両面から、親事業者の協力が不可欠。 

 親事業者にとっても、下請等の中小企業の生産性は、自らの競争力に影響することを
認識した上で、積極的に取り組むことが望ましい。 

 こうした互恵（win-win）関係を通じて、生産性を高めていくことが重要。 

＜政策のイメージ＞ 
○  昨年12月に下請代金の現金払いの原則化や違反行為事例の大幅追加など、下請代金法や下請振興

法の運用を強化した。 
○  さらに、サプライチェーン全体での「取引適正化」「付加価値向上」を進めるため、主要業界（8

業種）が策定した自主行動計画に基づいた取組を促す。 
○ その一環として、好事例の収集と発信、中小企業等経営強化法の活用、取引先の生産性向上への支

援等の状況をフォローアップすることを通じ、発注側・受注側双方が裨益する付加価値向上活動の
浸透、定着を図る。 
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＜例１＞日本自動車工業会の自主行動計画に掲載された事例 

①取引先の要請に基づき、メーカーの生産技術部門の専門家を派

遣し、生産技術に関する指導や課題解決を行う。 

②開発の初期段階において、メーカーと取引先のエンジニアが協

業で、前モデルから改善に取り組んだ結果、つくり易くコスト

競争力のある部品を開発。 

＜例２＞中小企業等経営強化法の活用 
日本自動車部品工業会は、中小企業等経営強化法の向
上推進機関となり、会員企業が、取引先企業に対して
生産性向上を支援する際、同法の支援措置を活用でき
るよう、セミナーの開催等を行っている。 
平成29年３月に東京・大阪・名古屋にて中小企業等
経営強化法を中心とした生産性向上の支援策に関して
セミナーを実施。 



２．生産性の向上 
 ④中小企業・小規模事業者の「スマート化」に向けた環境整備（その１） 

 中小企業におけるIT導入は必ずしも着実に進んできていない状況にあるが、クラウドサービス
など、中小企業にとってもコストが安く、また、スマホ等の端末で簡便に利用しやすいITシス
テムが登場している。 

 こうした状況を踏まえ、中小企業政策においても、本格的にIT活用を促進し、中小企業の「ス
マート化」を進めることとしたい。平成28年度補正予算により、ITツール導入を進めるための
助成を行っているが、これを起爆剤として、今後の中小・小規模事業者に、よりITの普及を進
めるための政策的枠組みの構築に向けて検討を加速すべきではないか。 

＜政策のイメージ＞ 
 
  ○ 中小企業のIT導入を更に加速するためには、自社の経営に係る業務プロセスを単純にIT化に置き換

えるだけでなく、 IT経営により収益が高まる形で、中小企業によるIT導入が可能となるように、
「スマートSME研究会」を通し、そのためのビジョンを示す。 
 
（例えば、決済と会計システムをAPIでデータ連携 
     →データ入力を省力化し、経営者の作業時間（多くは夜間の作業）を短縮化 
     →日々売上高の推移を見る 
     →計数管理が行き届き、資金繰りに金融機関が協力 
     →先手を打った計画的な経営へ移行） 
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＜政策のイメージ（続き）＞ 
 

  ○従来からあるオンプレミス型に加えて、クラウド型の導入を進めていく場合、サービス
提供の仕組みが異なるため、以下の対応について検討。 

 
(1)ITサービスの中小企業における導入実績や効果について見える化 
(2)中小企業支援機関とIT事業者との連携体制の整備 

    （中小企業支援機関が、(1)を踏まえ、クラウド等のIT事業者と連携して、導入支援 
  を図り、両者の連携による伴走型の支援を実現する。） 
(3)企業間連携・システム間データ連携・移行のあり方 
 （会計等と基幹システム等のAPIのデータ連携・官民のデータ連携 
  ・企業間のEDIシステムのデータ連携の促進） 
(4)サイバーセキュリティ 
 （信頼性の高いクラウドサービスの見える化等） 

 
  ○さらにAI、IoT、BDなど、いわゆる第四次産業革命がもたらす中小企業へのインパクト 
   についてもあわせて検討するほか、円滑な導入支援について検討する。 
 
  ○詳細については、スマートＳＭＥ研究会にて検討。 

２．生産性の向上 
 ④中小企業・小規模事業者の「スマート化」に向けた環境整備（その２） 





１．面的な支援の枠組みについて 
 
（１）中小企業・小規模事業者へのソフトウェアやクラウドサービスの導入を支援するため、新たに、

中小企業のIT導入に関する伴走支援を導入してはどうか。具体的には、地域での伴走支援組織で
ある商工会・商工会議所、士業等専門家、金融機関などの地域の中小企業支援機関が、現場での
IT導入支援を行い、これを後押しするため、ITベンダーや地域におけるIT支援組織など、中小
企業のIT化をサポートする組織との連携を促進する。 

 
（２）中小企業へのIT導入の前提として、組織の規模が大きい場合や、IT化するプロセスが複雑である

など、経営課題や業務分析といった大規模なBPRが必要となる場合には、よろず支援機関に相談
を集約し、よろず支援拠点から専門家派遣ができるように、枠組みを整理してはどうか。 

 
（３）中小企業・小規模事業者のITリテラシーを向上するための施策を強化する。また、支援を現場で

行う者となる中小企業支援機関のITリテラシーや指導力向上のための支援についても、創設・強
化してはどうか。 

 
（４）中小企業・小規模事業者や中小企業支援機関が連携先となる、IT化をサポートする組織について

は、中小企業の生産性向上に関する実績等について、「見える化」を図ってはどうか（→詳細
は、「２．」次ページ。）。 

 
（５）国として支援を行う場合には、（４）に協力する事業者を念頭にすべきではないか。 

２．生産性の向上 
 ④中小企業・小規模事業者の「スマート化」に向けた環境整備（その４） 
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２．「見える化」する内容について 
 
（１）中小企業の生産性向上の実績 
 
  ・ベンダーによる中小企業への販売後のフォローを促進する観点から、販売実績のみ 
   ならず、生産性向上の実績の開示を求めてはどうか。 
 
（２）セキュリティへの対応 
 
  ・第三者認証、情報処理安全確保支援士の配置の状況など、セキュリティ対策の内容を 
   開示してはどうか。（例：ISO27001、ISO27018、プライバシーマーク等） 
  ・特に、（４）の様に、データ連携を促進するためには、連携先の間の 
   セキュリティ対策の水準に極端な差を設けることは困難となる。 
 
（３）事業の継続性 
 
  ・ベンダー側の事業の継続性に係る対応について、開示を促進してはどうか。 
 
（４）APIを含めたデータ連携の促進 
 
  ・中小企業者による利便性を促進する観点から、データ連携を促進するため、データ 
   連携先となるソフトウェアやサービスを開示してはどうか。 

２．生産性の向上 
 ④中小企業・小規模事業者の「スマート化」に向けた環境整備（その５） 
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２．生産性の向上 
 ⑤人材とそのノウハウの利活用に向けた環境整備（その１） 

 人手不足対策とあわせ、潜在成長率の低下、「ゲームのルール」が短期的に変わる市場における
競争激化等の中で、企業が成長を実現するには、経営者及びこれを支える中核的な経営人材
の育成等の人材投資が必要不可欠。 

＜政策のイメージ＞ 
 

 ○ 中小企業等経営強化法に基づく事業分野別経営力向上推進機関における業種の特性を踏
まえた人材育成（※）の支援を多分野で展開されるように、政策の枠組みについて検討
する。（※）例えば、生産現場における多能工化、旅館職員のITリテラシー向上、次世代自動車に対応できる整備技術など 

 

 
  ○ 中小企業大学校における経営者や次世代の経営者に関する人材育成を強化する。 
 
 

  ○ 中小企業・小規模事業者において、学生から企業で活躍している方を含めて「経営
者」を目指す人材を増やすための政策的枠組みについて検討を行う。 
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２．生産性の向上 
 ⑤人材とそのノウハウの利活用に向けた環境整備（その２） 

＜政策のイメージ（つづき）＞ 
 
 ○外部人材やそのノウハウの利活用を進めるため、以下を検討する。 
 
  ①中小企業・小規模事業者が、新事業展開や事業の高度化のために、転職、兼業・副業等を念頭 
   に、外部人材の活用を促進する観点から、人材の受け入れに必要となる体制整備（業務の切り 
   出し方、給与等の処遇条件）や、インセンティブのあり方について、中小企業等経営強化法に 
   おける位置づけを含めて検討を加え、必要な措置を講じる。 
 
  ②中小企業・小規模事業者が、大企業OBや現役従業員などが登録され、そのスキルを享受するこ

とを可能にするサービスの利用など、専門的な外部人材のノウハウを円滑に導入するための環
境整備に関し、現状の課題の特定や必要な検討を行う。 

 
  ③中小企業が、働き方改革に積極的に対応する際のインセンティブについて検討を加える。 

 中小企業・小規模事業者の生産性を高めるために、外部から人材やそのノウハウを、転
職、兼業・副業、研修・委託などを通じて確保し、①新たな事業に乗り出したり、②事業
全体の見直しを促進するための環境整備について検討を行う。 
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 国内市場が縮小し、海外の中間層・富裕層が増加する中、海外需要の獲得は重要であり、日本再興戦略に掲げた新た
な１万社の中小企業の海外展開の実現及び加速化に向けた取組を実施。 

 このため、新たに海外に進出しようとする中小企業の掘り起こしを積極的に推進するとともに、中小企業の海外展開に必
要な情報提供、海外展開に向けた戦略策定、IT等を活用した新事業展開・販路開拓、海外専門家等を活用したブラ
ンディングの支援、海外進出後の事業の安定化等の支援等を一貫して進めていくことが重要。 

 外国人観光客が増加している中で、商店街においてインバウンド需要を取り込んでいくことが重要。 

＜現状の取組＞ 
 ○主な海外展開の段階に応じた支援 

① 海外展開の目的の明確化：海外展開相談、セミナー 
② 国内準備・海外展開に向けた戦略策定：Ｆ／Ｓ（実現可能性調査）支援、商品開発・戦略策定支援 
③ 海外の取引先・提携先等の販路開拓：展示会・商談会への出展支援、ウェブマッチング 
④ 海外販路拡大・現地拠点設立：現地プラットフォームにおけるアドバイス、事業再編支援 

○越境ＥＣを活用した海外展開を目指す中小企業への支援 
事前勉強会や個別相談を行うとともに、自社サイト構築や出展、プロモーション等に係る費用を補助。 

○ブランド構築支援・マーケットイン（顧客志向）型支援 
ブランドコンセプト確立に向けた戦略策定と、海外展示会出展等を通じたブランド確立や海外販路開拓の取組を支援。
デザイナー等が現地マーケットに適合するようアドバイスを行い、商品開発を後押し。 

○商店街への支援 
外国人観光客の消費需要を取り込むための免税手続カウンターの設置、キャッシュレス端末整備等を支援。 

＜今後の取組の方向性＞ 
○越境ＥＣを活用した販路開拓を支援するとともに、例えば、展示会出展支援等も行い、継続した販路拡大に繋げる。 
○顧客としての海外バイヤーの参画等を通じて、価格帯・バイヤー層等、バイヤー目線を主眼としたアドバイスによる

マーケットインを目指し、成果の増大を目指す。 
○消費者や取引先、物流・品質管理に関する高度に専門的かつ最新の情報等に関する「動的な情報収集及び分析」能力

を有する民間事業者の知見・ノウハウについて、例えば、中小機構のパートナー制度やナレッジシェアの仕組みを通
じた活用を検討する。 

○外国人観光客に対応した表示等の多言語化の推進を図るなど、インバウンド需要を取り込むための環境整備を図る。 

２．生産性の向上 
 ⑥海外展開・販路開拓・ブランディング・インバウンド 
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３．担い手の強化 
 ①事業承継に向けた一層の環境整備（その１） 

 我が国の中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が進んでおり、平均年齢
は60歳以上、ピークは66歳となっている。 

 事業承継の促進に向けて、潜在的な支援対象の掘り起こしを始めとして、プ
レ支援・ポスト支援を一貫して行う体制を確立すべきではないか。 

 今後、生産性向上の観点や、社会的なロスとなりうる黒字廃業を減らす観点
から、中長期的な視点をもって政策の検討を進めるべきではないか。 

＜政策のイメージ＞ 
 
○事業承継に向けた問題意識の喚起（プレ事業承継支援） 
 
 ①全国の事業承継プラットフォームによる｢事業承継診断｣(ﾄﾞｱﾉｯｸ・ﾂｰﾙ)を通じた早期取組の促進 

 【５万者/年】 
 ②専門家を派遣し、後継者が継ぎたくなるよう経営の見える化、磨き上げを支援 
  
○事業承継に係る支援 
 
 ①小規模案件のＭ＆Ａマーケット形成、民間の担い手育成、事業引継ぎ支援センターの体制強化 

 【全国のセンターで成約目標2千件/年】 
 ②サプライチェーンの維持・強化のために、親企業が取引先企業の事業承継を支援するよう促進 
 ③地域の再編・統合を通じた強い中小企業の育成（地域ファンドの活用等） 
 ④後継者不在の小規模事業者と起業家とのマッチング（創業・ＵＩＪターン施策を行う市町村との連携） 
 ⑤経営者保証ガイドラインの活用などによる円滑な引退が可能な環境整備 
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＜政策のイメージ（続き）＞ 
 
○承継支援実施後の事業の安定・成長に向けた支援（ポスト支援） 
 
 承継後の経営革新や新分野展開、事業統合の促進 

 ⇒早期承継のインセンティブを強化し、後継者の承継モチベーションアップを図る（「ベンチャー型事業承継」 

  「後継創業者」の輩出） 
 
○支援体制構築・強化 
 
 ①地域の支援機関・金融機関、専門家等を巻き込んだ事業承継支援のプラットフォームの構築 
 ②専門家の支援能力の可視化・高度化 

３．担い手の強化 
 ①事業承継に向けた一層の環境整備（その２） 



３．担い手の強化 
 ②起業・創業に向けた一層の環境整備（その１） 

 近年、日本の開業率は、微増傾向になるものの４～５％で推移。直近の平成27年度に5.2％まで
改善するも、「開業率10％を目指す」とする日本再興戦略に掲げる目標の達成に向けて、より
一層の取組が不可欠である。 

 今まで創業補助金を中心とした個者支援を実施してきたが、開業率10％台の目標を達成するた
め、今後は、単なる個者支援ではない資金面での支援や創業に関する知識を学ぶ機会の提供に
加え、潜在的な創業者が創業しやすい環境作りや全国的な創業機運の醸成に繋がる政策を実施
していくことがより重要。 

○これまでの創業関連施策の総括と今後の取組の重点化 
① 産業競争力強化法の見直し（都道府県への認定権限の全部又は一部委譲、質の高い先進的な創業 
    支援事業に重点的に支援することを含む創業支援策の見直し） 
② 創業・事業承継補助金（補助金の審査プロセスの見える化等）、創業支援事業者補助金の見直し 
 （より先進的な創業支援事業を支援） 
③ 日本政策金融公庫の新創業融資制度等の創業関連融資制度の見直しを検討 
④ 創業・ベンチャー支援を行う民間事業者及び地方自治体等に関するベストプラクティス等の横展開 
⑤ 創業スクール事業の質の向上（より質の高い認定スクールの拡大、広報の強化等） 
⑥ 潜在的創業者掘り起こし事業の更なる知名度向上 

○創業支援の観点から、兼業・副業の促進に向けた施策の実施 
① 優良事例集、提言書等の発信・周知 
② 兼業・副業を通じた創業の促進に資する施策の実施（地方におけるモデル事例の創出等） 
③ 厚生労働省にモデル就業規則の改正やガイドライン策定を提案 

○雇用者がいない創業を捕捉するための開業率の集計方法の見直し（経済センサス等の採用を検討） 

49 



50 

４．その他 
 ①賃上げ・働き方改革 

 中小企業・小規模事業者は雇用の７割を支えており、「成長と分配の好循環」を達成するために
は、中小企業において、継続的な賃上げや働き方改革が実現できる環境を整備する必要がある。 

＜政策のイメージ＞ 
 
 ○中小企業・小規模事業者の賃上げに向けたインセンティブについて 
 
  ①中小企業・小規模事業者政策において、賃上げを行う中小企業・小規模事業者について補助制度

において、優先採択を行う。 
 
  ②中小企業・小規模事業者政策が利用できる他の政策においても、同様に、賃金引上げのインセン

ティブについて検討し政策を実現する。 
 
 ○「最低賃金については、年率３％程度を目途として、名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げ

ていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを目指す。」という内容が閣議決定され
ていることや働き方改革の進展を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する周知や支援体制の整備
を図る。 
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４．その他 
 ②中小企業・小規模事業者の成長に向けた連携・共同化・統合に関する更なる政策体系の整備 

 我が国の潜在成長率が低下する傾向がある中において、中小企業の成長を促進する観
点から、更なる連携・共同化・統合のあり方について検討すべきではないか。 

＜政策のイメージ＞ 
 
 ○これまで中小企業の共同化をこえた経営統合など、更なる連携のあり方については、中小企業の特

性を踏まえた検討は十分に行われてこなかった。中小企業の経営資源を互いに補完し成長を促進す
るため、地域性やサプライチェーン等の影響やIT技術の発展などに留意しつつ、経営判断の遅れを
回避し、第三者の事業承継を促進する観点を含めて検討を行う。 
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５．今後の検討課題 
      ～中長期的な観点を踏まえた中小企業・小規模事業者政策の立案～ 

 現行の中小企業基本法では、中小企業の経営革新等を通じて、中小企業の多様で活
力ある成長発展をもたらすことを目標としているものの、第一部を見たとおり、売上の推移、
成長スピード、成長の状況を踏まえると、この目標を達成しているとは言い難い状況にある。 

 また、第一部に示したとおり、中小企業は潜在成長率の低下傾向、少子高齢化と人口
減少、IT技術による経済秩序の変化、サービス化などの様々な構造的課題に直面してい
る。経済社会環境の変化とその構造的課題を踏まえつつ、中小企業政策のプライオリティ
についても、見直すことを検討すべきではないか。 

 経済社会環境の変化を踏まえ、構造的な課題に対処するためには、一貫した取組が必
要。中期的に取り組むべき政策課題を特定し（いわゆる、「バックキャストアプローチ」）、
支援を実施するとともに、効果測定を行いながら、政策の見直しを行っていくべきではない
か。 

 中小企業の成長を促進するために、支援対象の範囲（事業者や業種毎の規模）などに
ついても、論点を整理すべきではないか。 

（※）小規模企業振興基本法では、小規模事業者については、中小企業基本法が念頭に置いている成長
発展だけでなく、持続的発展についても目標とされている。 
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（参考）皆様から頂いた主なご意見 
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IT導入について② 

(2) セキュリティ対策について 

 IT導入に伴って並行してセキュリティ対策が重要。また、クラウド管理会社が倒産した場合のバックアップの仕組みは必須。 
   使いやすさは大前提で、その上でセキュリティをどのように担保できるか。 

 中小企業は自社のサーバーでセキュリティ管理をするのは難しいため、信頼性の高いクラウドにデータを載せていくというの
が、結果的にセキュリティも向上し生産性も上がると考えられる。 

 一方でクラウドサービスも玉石混合。セキュリティが低く、危ないサービスもある。中小企業の経営者はなかなか情報もなく、生
産性向上支援としてIT導入を後押しするのであれば、クラウドサービスのセキュリティの審査体制を整備することが必要では
ないか。 

皆様から頂いた主なご意見② 
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皆様から頂いた主なご意見⑨ 

施策体系の考え方 

 支援策について、イノベーションを起こしていくという、いわゆる自然科学系の話と、マネジメントに代表される社会科学系の話と
で種類が分かれる。そこの整理が必要ではないか。それが整理された場合、ターゲットとなる中小企業によって施策が変わってく
る。そこを整理しないとミスマッチが起きる可能性。 

 様々な取組みを整理していただいて素晴らしい。ただかなり多方面であり、これらの取組みの優先順位を明確に定義していっ
た方がいいのではないか。 

 中期的な展望を持つという考え、特にバックキャストアプローチは賛成。 

 中小企業基本法の定義は当初から疑問があるが、いじるとかなり大きな影響があるので慎重に検討した方が良い。 

 人口減少も悲観論ばかり。平地が少ない中で１億人以上も住んでいる。ある程度フラットになった後の人口規模になったときの話
が出てこない。AIで代替するのかをはじめ、バックキャスティングの観点も入れて欲しい。 

 中小企業というのは統計的なカテゴリーであって、中小企業という言葉で特定のタイプが頭に浮かぶものではない。政策が商品
だと考えていくと、恐らくまずセグメンテーションの部分で、一体どのセグメントにどういう効果をもたらすのかというのはかなり絞
り込む必要があるのではないか。 

 政策を作る際にも短期と長期を分けて考える必要があるのではないか。長期の視点を持つ必要。 

（１）施策のターゲットについて 

（２）施策の優先順位について 

（３）その他 


